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　粗大ごみや家電製品等を、道路や空き地等に捨てる行為は不法
投棄となり、法律で５年以下の懲役または1000万円以下の罰金
が定められている犯罪行為です。
　駐車場・空き地・玄関先等に物を放置したり、ごみを散乱させ
たりすると、不法投棄の温床となるだけでなく、歩行者や車の通
行の妨げ、火災等思わぬ事故を誘発する恐れがあります。また、
公園内に家庭ごみ等を捨てることも不法投棄となります。
　区では、道路パトロールカーによる巡回業務を強化するととも
に、不法投棄が多く発生している場所に看板を設置する等、不法
投棄の防止に努めています。不法投棄のない快適で安全な生活環
境を維持するためには、一人一人の心がけが大切です。皆さんの
ご協力をお願いします。

※�不法投棄をしている人を発見したときは、☎１１０番通報し
てください

問合せ
▶区道上…施設管理課�☎内線２７１４
▶公園内…道路公園課�☎内線２７５７
▶ごみ集積所…荒川清掃事務所�☎（３８９２）４６７１

▶区道上…施設管理課（区役所北庁舎２階）　☎内線２７１４　▶都道上…東京都第六建設事務所管理課　☎（３８８２）１２３２申請・申込み・問合せ

違反広告物をなくしましょう
　区では、電柱や街路樹等に貼られた貼り紙・看板等のうち、条例・規則に反した違
反広告物を撤去しています（平成27年度は約２万2800件）。
　違反広告物排除と環境美化の向上を図るため、区民の皆さんによる「違反広告物除
却協力員制度」を設け、取り組みを強化しています。
　違反広告物を見かけたら、区へご連絡ください。

　区では、街中で違法に貼られた貼り
紙や貼り札、立看板等の違反広告物を
なくし、きれいな街づくりのために活
動していただける協力員（ボランティ
ア）を募集しています。

委嘱・活動開始　10月（予定）
対 象　�区内在住の20歳以上の方、

20人程度（申込順）
活 動 内 容　違反広告物（貼り紙）の撤去

違反広告物除却協力員として活動しませんか

屋外広告物の表示は許可申請を
　屋外広告物は、建物の屋
上や外壁に設置されている
会社名等の商業広告だけで
なく、文字が表示されてい
ない絵や商標、シンボルマ
ーク等も含まれます。
　区内で屋外広告物の表示
等をする場合は、区に許可
申請をしてください。

合計面積が一定以下の自家用広告物は、許可申請は必要ありません
▶自家用広告物
　�自己の店舗やテナント等に、その店名
や名称等を表示した広告物
▶用途地域ごとの合計面積の上限

用途地域 合計面積
第１種・第２種低層住居専用地域、
第１種・第２種中高層住居専用地域�等 ５㎡以下
第１種・第２種住居地域、準住居地域、近隣
商業、商業、準工業、工業、工業専用地域�等 10㎡以下

合計面積

　道路上に商品を並べることや、看板・のぼり旗等を置
くことは、車・歩行者等の安全な通行を妨げるため、罰
則をもって禁止されています。
※�道路を不法占用した者は１年以下の懲役または50万円以下の罰金

道路に物を置いてはいけません

　道路上に袖看板や日よけ等が出る場合や、工事等で足
場や仮囲い等を設置する場合は、道路管理者（区役所
等）に許可申請をしてください。

道路上の袖看板や日よけ等は「道路占用許可申請」を

　道路占用料が免除になる物件でも、道路占用許可申請
が必要です。
　許可を受けている場合でも、定期的に点検や補修を行
う等、安全な維持管理に努めてください。

表示面積2.0㎡以下の
自家用広告物等は道路占用料が免除されます
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平板看板

道路占用許可ができる例

置き看板

立て看板
広告旗

（のぼり旗）

道路占用許可ができない例

に歩きやすい きれいなまち

不法投棄は犯罪です ～不法投棄させない・されない環境づくり

［申込み・問合せ］粗大ごみ受付センター
　☎（５２９６）７０００�※㈰を除く、午前８時～午後７時
　ほhttp://sodai.tokyokankyo.or.jp/

粗大ごみを出す際は、事前に申し込みが必要です

広告内容の問い合わせは各事業所へ広 告

福祉用具のケア・フレンド

その他いろいろ取り扱っております。是非ご来店下さい。  ☎０３－３８０９－２７１４
自助具 歩行器 靴 ４点杖 浴槽台 シャワーチェア ポータブルトイレ

荒川区民総幸福度（ＧＡＨ）に関する区民アンケート調査にご協力を

回答方法 調査票に記入し、同封の返信用封筒で郵送または荒川区ホームページ電子サービスの電子申請から

対　　象 区内在住で18歳以上の方、4000人（無作為抽出）
調査期間 10月７日㈮まで

問 合 せ 総務企画課　☎内線２１１２

　区は、区民の皆さんが幸せを実感でき
る区政を目指して、荒川区民総幸福度
（Ｇ
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appiness）の
研究に取り組んでいます。その一環とし
て、区民の皆さんが日々の生活や地域に
ついて感じていること等のアンケート調

査を実施するため、ご協力をお願いしま
す。
　アンケートの結果は、毎年区が実施す
るすべての事務事業を分析・評価する
「行政評価」と併せて、今後の施策展開
や改善に役立てていきます。


